
 

耕
作
農
地
等
は

　
　
　

適
正
な
管
理
を

 

水
俣
病
犠
牲
者
の

　
　
　

慰
霊
式
を
開
催

 

児
童
手
当
制
度
が

　
　
　

拡
充
さ
れ
ま
す

 

県
に
よ
る

　

無
料
交
通
事
故
相
談

　

県
で
は
、
交
通
事
故
相
談
を
常

設
の
交
通
事
故
相
談
所
お
よ
び
巡

回
交
通
事
故
相
談
に
よ
り
実
施
し

て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
巡

回
交
通
事
故
相
談
の
実
績
等
を
勘

案
し
、
平
成
19
年
度
か
ら
巡
回
交

通
事
故
相
談
所
を
廃
止
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
、
交
通
事
故
に
関
す
る
相

談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
常
設
の

交
通
事
故
相
談
所
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

・
場
所　

県
庁
内

鹿
児
島
市
鴨
池
新
町
10
‐
１

℡
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
５
２
６

・
相
談
日

県
の
休
日
を
除
く
毎
日

・
時
間

午
前
９
時
〜
午
後
３
時
30
分

・
相
談
方
法

面
談
・
電
話
・
郵
便
等

・
相
談　

無
料

・
相
談
内
容

①
示
談
の
進
め
方
、
生
活
相
談

②
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等

の
請
求
手
続
き
の
方
法

③
損
害
賠
償
額
の
算
定
方
法

な
ど

・
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

　

農
地
は
、
作
物
を
育
て
、
豊
か

な
恵
み
と
利
益
を
与
え
て
く
れ
る

大
切
な
財
産
で
す
。
自
作
地
、
小

作
地
を
問
わ
ず
、
適
正
な
管
理
で

収
益
を
上
げ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。農

道
や
水
路
、
耕
作
道
路
は
、

み
ん
な
で
使
う
も
の
で
す
。
草
払

い
な
ど
の
管
理
は
耕
作
者
の
皆
さ

ん
で
お
願
い
し
ま
す
。

　

農
地
の
関
係
で
お
困
り
の
方

　

水
俣
病
の
犠
牲
と
な
っ
て
亡
く

な
ら
れ
た
方
々
へ
慰
霊
の
祈
り
を

捧
げ
、
環
境
破
壊
に
対
す
る
反
省

と
環
境
再
生
・
創
造
へ
の
誓
い
を

込
め
て
、
本
年
も
水
俣
市
で
「
水

俣
病
犠
牲
者
慰
霊
式
」
が
開
催
さ

れ
ま
す
。
住
民
の
皆
さ
ま
の
参
加

を
お
願
い
し
ま
す
。

・
日
時　

平
成
19
年
５
月
１
日
（
火
）

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時

・
式
典
会
場　
「
水
俣
病
慰
霊
の
碑
」

前
（
エ
コ
パ
ー
ク
水
俣
親
水
護
岸
）

水
俣
市
汐
見
町
一
丁
目
２
３
１
‐

１
２

・
主
催　

水
俣
病
犠
牲
者
慰
霊
式
実

行
委
員
会　

水
俣
市

【
問
い
合
わ
せ
先
】

水
俣
市
役
所
環
境
対
策
課

℡
０
９
６
６
‐
６
１
‐
１
６
１
２

０歳～３歳未満
第１子 10,000 円
第２子 10,000 円

第３子以降 10,000 円
３歳以上

第１子 5,000 円
第２子 5,000 円

第３子以降 10,000 円

０歳～３歳未満
第１子 5,000 円
第２子 5,000 円

第３子以降 10,000 円
３歳以上

第１子 5,000 円
第２子 5,000 円

第３子以降 10,000 円

⇒

これまで平成 19 年４月から

　

わ
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子

化
の
進
行
な
ど
を
踏
ま
え
、
若
い

子
育
て
世
帯
等
の
経
済
的
負
担
の

軽
減
を
図
る
観
点
か
ら
、
３
歳
未

満
の
乳
幼
児
の
養
育
者
に
対
す
る

児
童
手
当
の
額
を
、
第
１
子
お
よ

び
第
２
子
に
つ
い
て
増
額
し
、
出

生
順
位
に
か
か
わ
ら
ず
一
律
１
万

円
と
な
り
ま
す
。

　

３
歳
以
上
の
児
童
の
児
童
手
当

の
額
、
支
給
対
象
年
齢
、
所
得
制

限
限
度
額
は
現
行
の
と
お
り
で

す
。

　

改
正
さ
れ
る
内
容
は
表
の
と
お

り
で
す
。

※
今
回
の
改
正
で
は
、
受
給
者
か

ら
の
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

役
場
町
民
福
祉
課
児
童
福
祉
係

℡
０
９
９
６
‐
８
６
‐
１
１
１
１

内
線
１
１
１
８

（
公
務
員
の
方
は
勤
務
先
へ
）
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